簡易通知型包括保険の引受基準等について
平成29年４月１日　17‐制度‐00087
沿革　令和元年９月20日　一部改正
この規程は、簡易通知型包括保険約款（平成29年４月１日　17‐制度‐00006。以下「約款」という。）第６条及び別表に定める船積確定通知又は確定前通知の対象となる輸出契約等の基準を規定する。
記
１　基本的引受基準
(1)　下記に該当する輸出契約等については、当該輸出契約等に基づく船積みに係る船積確定通知又は確定前通知を要しない。仮に通知がなされた場合においても株式会社日本貿易保険（以下「日本貿易保険」という。）はてん補する責めに任じない。ただし、⑦に該当する輸出契約又は⑬に該当する輸出契約等については、被保険者が当該輸出契約等について保険関係の成立を希望する場合はこの限りでない。
①　輸出契約等締結日から船積の日までの期間が１年超又は船積の日から決済の期限までの期間（以下「ユーザンス」という。）が１年超であるもの
②　国際的取決めに基づく基準に適合しないもの
③　契約金額が500億円を超えるもの
④　輸出契約等に関して不正競争防止法（平成５年法律第47号）の贈賄に関する規定の違反があった場合における当該輸出契約等
⑤　原子力発電等プロジェクト（原子力関連資機材等を用いる施設の建設・補修等）の用に供する貨物等の輸出及び仲介貿易に該当するものであって、契約金額が15億円以上のもの
⑥　水力発電等プロジェクト（ダム、発電施設及びそれらの関連施設の建設事業等）の用に供する貨物等の輸出及び仲介貿易に該当するものであって、契約金額が15億円超のもの
⑦　簡易通知型包括保険運用規程（平成29年４月１日　17‐制度‐00049）第22条に基づくストックセールスに係る輸出契約
⑧　本邦に本店を有する法人の外国支店が名義人となって締結したもの
⑨　輸出契約等に表示された通貨（邦貨の場合を含む。以下「表示通貨」という。）と異なる通貨により代金の決済が行われる旨の規定を有するものであって、表示通貨と異なる通貨への換算方法が明確に定められていないもの
⑩　船積実行日を起算とする決済（船積書類引渡時払、手形一覧払、引渡後定期払、一覧後定期払等のほか、各船積日をマイルストーンとするマイルストーンペイメント、貨物の到着時払、一定期間内に行われた貨物の船積みに係る代金の決済予定日が当該一定期間の末日又は当該末日からの経過日を起算として定められる決済（プログレスペイメント）を含む。）以外の決済を含むもの
⑪　輸出契約等の相手方（輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金の支払人が異なる場合は、当該代金の支払人とする。ただし、約款第11条第１号の危険をてん補する場合は、その両方とする。以下同じ。）又は仕向国（約款第11条第１号の危険をてん補する場合に限る。）のいずれかが引受基準適用日又は約款第29条第１項に規定する通知を受けた日において保険証券記載のものと異なるもの
⑫　輸出契約等の相手方が引受基準適用日において海外商社名簿について（平成29年４月１日　17‐制度‐00074）第１条により日本貿易保険が作成する海外商社名簿（以下「名簿」という。）上ＧＳ格、ＧＡ格若しくはＧＥ格、ＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格、ＥＦ格若しくはＥＣ格、名簿区分Ｐ、ＳＡ格若しくはＳＣ格又は事故管理区分Ｒに格付けされていない輸出契約等
⑬　輸出契約等の契約金額の全額又は一部が政府開発援助契約等（「別紙２　政府開発援助契約等」に規定する輸出契約等をいう。以下同じ。）の１（１）（ただし、決済方式を問わない。）又は２に該当するもの
(2)　引受基準適用日において、名簿上ＧＳ格、ＧＡ格若しくはＧＥ格又はＳＡ格に格付けされている銀行が発行又は確認する取消不能信用状（信用状統一規則（UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600）に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。以下「ＩＬＣ」という。）により代金が決済される輸出契約等及び政府開発援助契約等を除き、名簿の格付けにより信用事由（約款第12条第11号から第14号までのてん補事由をいう。）のてん補範囲を制限するものとする。なお、輸出契約等の相手方が複数の場合であって、輸出契約等の相手方が輸出契約等全体について相互に連帯責任を負う場合は、輸出契約等の相手方の格付けのうち信用事由のてん補範囲のいずれか広い格付けにより、信用事由のてん補範囲を制限するものとする。
(3)　政府開発援助契約等については、以下の信用事由により生じた損失をてん補する責めに任ずる。
①　「別紙２　政府開発援助契約等」１及び２に掲げる借款等（以下「借款等」という。）のうち、１（１）（ただし、決済方式を問わない。）及び２により決済が行われる輸出契約等における輸出等不能の信用事由（約款第11条第１号に規定するてん補危険に係る第12条第11号、第12号及び第13号の事由をいう。以下同じ。）（輸出契約等の相手方が名簿上与信管理区分Ｇに格付けされておらず名簿上ＧＢ格、ＥＢ格及びＳＢ格に該当しない場合は、約款第12条第11号において「これらに準ずる者」とみなす。）及び代金回収不能の信用事由（約款第11条第２号に規定するてん補危険に係る第12条第12号及び第14号の事由をいう。以下同じ。）。
②　上記①の輸出契約等に該当しない政府開発援助契約等における輸出等不能の信用事由（約款第12条第11号の事由にあっては輸出契約等の相手方が名簿上ＧＳ格、ＧＡ格又はＧＥ格に格付けされている場合に限る。）及び代金回収不能の信用事由
２　国別引受基準
仕向国、支払国又は保証国により国別引受基準を次のとおりとする。なお、仕向国並びに支払国及び保証国の取扱いについては、「別紙１　仕向国及び支払国等の取扱い」による。
(1)　引受停止国
引受基準適用日において、次の①‐１、①‐２及び②に該当する輸出契約等については、当該輸出契約等に基づく船積みに係る船積確定通知又は確定前通知については、保険関係を成立させない。したがって、約款第６条第１項の規定にかかわらず、通知を要しない。仮に通知がなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
③に該当する輸出契約等については、当該輸出契約等に基づく船積みに係る船積確定通知又は確定前通知については、保険関係を成立させる。その他の輸出契約等については、当該輸出契約等に基づく船積みに係る船積確定通知又は確定前通知については、保険関係を成立させない。したがって、約款第６条第１項の規定にかかわらず、通知を要しない。仮に通知がなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
①‐１　次表に掲げる国が仕向国、支払国又は保証国となる輸出契約等
	アフガニスタン
	イエメン
	北朝鮮
	キューバ

	シリア
	ソマリア
	中央アフリカ共和国
	ベネズエラ

	南スーダン共和国
	リビア
	
	


①‐２　キプロス北部トルコ占領地域又はジョージア南オセチア自治州若しくはアブハジア自治共和国が仕向地、支払地又は保証地（仕向地、支払地及び保証地については仕向国、支払国及び保証国の定義を準用）となる輸出契約等
②　次表に掲げる国が支払国（保証国がある場合には当該保証国）となる輸出契約等（政府開発援助契約等及び前受金により支払いを受ける輸出契約等を除く。）
	エリトリア
	ハイチ
	
	


（注１）②における政府開発援助契約等の取扱いは、次のとおりとする（(2)①において同じ。）。
イ　輸出契約等の全体が政府開発援助契約等に該当する場合について、保険関係を成立させる。
ロ　一の輸出契約等のうち一部が政府開発援助契約等に該当する場合であって、当該部分を除いた全てが、前受金により支払いを受ける場合、現地通貨により決済される場合又はＩＬＣ（発行銀行又は確認銀行が日本又は第三国（上記①‐１、①‐２及び②に該当する国を除く。以下同じ。）に所在する場合に限る。以下（注１）ロ及び（注２）ロにおいて同じ。）により決済される場合について保険関係を成立させる。この場合、ＩＬＣの取得又は前受金の受領日以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
（注２）前受金により支払いを受ける輸出契約等の取扱いは次のとおりとする。
イ　輸出契約等の契約金額の全部が、前受金により支払いを受けるものについては保険関係を成立させる。この場合、前受金の受領日以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
ロ　一の輸出契約等のうち一部が前受金により支払いを受ける場合であって、当該部分を除いた全てが、現地通貨又は第三国の銀行が発行若しくは確認するＩＬＣにより決済される場合について、保険関係を成立させる。この場合、ＩＬＣの取得及び前受金の受領日以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
③　イラクが仕向国、支払国又は保証国であって、以下に該当する輸出契約等は、保険関係を成立させる。
(ⅰ)　政府開発援助契約等
(ⅱ)　契約金額が10億円以下の輸出契約等でイラク国内における貨物の引渡しを支払条件と定めていない取引であって、下記イからハまでのうちいずれかに該当するもの
イ　前受金により支払いを受ける輸出契約等
ロ　日本又は第三国の銀行が発行又は確認するＩＬＣにより決済される輸出契約等
ハ　支払が第三国となる輸出契約等
なお、上記イ又はロに該当し且つ支払国がイラクとなる場合は、ＩＬＣ取得又は前受金の受領日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。また、上記ロ又はハに該当する場合、当該国の引受条件に基づき保険契約を締結する。
（注）輸出契約等の相手方がイラク政府、州政府、地方公共団体又はこれに準ずるものであって、ハに該当する場合、日本貿易保険は、約款第11条第１号のてん補危険について約款第12条第11号に該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。
(2)　条件付引受国
①　引受基準
政府開発援助契約等又は輸出契約等の全部が前受金により支払いを受けるものを除き、引受基準適用日において、輸出契約等における仕向国、支払国又は保証国のうち、支払国（保証国がある場合には当該保証国）が「別表　国別引受基準」の『国名』欄に掲げる国に該当する場合において、同表の基準に適合しない輸出契約等に基づく船積みに係る船積確定通知又は確定前通知については、保険関係を成立させない。したがって、約款第６条第１項の規定にかかわらず、通知を要しない。仮に通知がなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
なお、ＩＬＣにより決済を行う場合であって、輸出契約等の保証国が支払国以外の国の場合にあっては、「別表　国別引受基準」の基準は支払国に替えて保証国とする。
②　条件等
イ　輸出契約等における支払国（保証国がある場合には当該保証国）が「別表　国別引受基準」の『決済方法に係る条件』欄において「ＩＬＣ」と記されている国に該当する場合には、当該契約の契約金額の全部又は一部について、ＩＬＣによる決済又は前受金による支払いを条件とする（ＩＬＣの額面と前受金の額の合計額が、契約金額となる場合を含む。）。この場合、ＩＬＣの取得又は前受金の受領日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
ロ　「別表　国別引受基準」の『その他の条件』欄に条件が記されている国に関する輸出契約等に係る保険契約については、同欄の定めに従い当該条件を適用する。
（注）当該契約の契約金額の全部又は一部について、ＩＬＣによる決済又は前受金による支払いを条件とする（ＩＬＣの額面と前受金の額の合計額が、契約金額となる場合を含む。）ものは次のものをいう。
①　輸出契約等の全部がＩＬＣにより決済されるもの又は前受金により支払いを受けるもの
②　輸出契約等の一部がＩＬＣにより決済される場合の当該ＩＬＣ及び現地通貨により決済される部分又は前受金により支払いを受ける部分
附　則〔抄〕
附　則〔令和元年９月20日〕
この改正は、令和元年９月30日から実施する。
［別紙１］
仕向国及び支払国等の取扱い
１　輸出契約等の仕向国は、以下によるものとする。
①　貨物の最終到着地の属する国
②　本邦内又は貨物の船積国内において貨物の受渡しを行う輸出契約等の場合は、輸出契約等に定める最終仕向地の属する国（輸出契約等に最終仕向地を定めていない場合にあっては、輸出契約等の相手方が所在する国）
２　輸出契約等の支払国は、以下によるものとする。
①　輸出契約等の相手方が所在する国
②　輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金の支払人が異なる場合は、当該代金の支払人が所在する国
３　輸出契約等の保証国は、以下によるものとする。
①　ＩＬＣにより決済を行う場合は、ＩＬＣ発行銀行の所在する国（ＩＬＣ発行銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合は、支店の所在する国）
②　確認付のＩＬＣの場合は、当該ＩＬＣの確認銀行が所在する国（ＩＬＣ確認銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合は、支店の所在する国）
［別紙２］
政府開発援助契約等
政府開発援助契約等とは、次に掲げる借款等（注）により決済が行われる輸出契約等をいう。
１　決済がＬ／Ｃスイッチ方式、トランスファー方式（本邦内のみで決済を完了するものに限る。）又は当該借款等の供与機関から輸出者等への直接送金のいずれかにより行われる輸出契約等
（１）　日本政府が行う円借款等政府開発援助
（２）　国際協力銀行に係る貸付契約
（３）　国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）借款
（４）　国際金融公社（ＩＦＣ）借款
（５）　国際開発協会（ＩＤＡ）借款
（６）　アジア開発銀行（ＡＤＢ）借款
（７）　米州開発銀行（ＩＤＢ）借款
（８）　欧州開発基金（ＥＤＦ）借款
（９）　欧州投資銀行（ＥＩＢ）借款
（10）　国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）借款
（11）　欧州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）借款
（12）　アフリカ開発銀行（ＡｆＤＢ）借款
（13）　アフリカ開発基金（ＡｆＤＦ）借款
（14）　カリブ開発銀行（ＣＤＢ）借款
（15）　アンデス開発公社（ＣＡＦ）借款
（16）　中米経済統合銀行（ＣＡＢＥＩ）借款
２　日本政府が支払人となる贈与又は無償供与等
注：船積確定通知又は確定前通知時において、当該借款等の契約が締結済み（発効条件が付されている借款等の契約にあっては契約発効済）であることを書面にて確認できる場合に限る。
［別表］
国別引受基準
	国
ｺｰﾄﾞ
	国名
	ユーザンスの
上限（年）
	決済方法に
係る条件
	その他の
条件

	413
	アルゼンチン
	0.5
	
	

	535
	アンゴラ
	
	
	注１

	133
	イラン
	
	
	注２

	329
	グレナダ
	0.5
	
	

	532
	コンゴ共和国
	0.5
	
	

	533
	コンゴ民主共和国
	0.5
	
	

	549
	ジンバブエ
	0.5
	
	

	507
	スーダン
	0.5
	
	

	158
	西岸・ガザ（パレスチナ自治区）
	
	
	注３

	524
	ナイジェリア
	
	ＩＬＣ
	

	319
	バルバドス
	0.5
	
	

	534
	ブルンジ
	0.5
	
	

	545
	モザンビーク
	0.5
	
	


注１：輸出契約等における支払国（保証国がある場合には当該保証国）である場合、次のいずれかに該当するときに保険契約を締結するものとする。

1 　輸出契約等の契約金額の全部又は一部について、ＩＬＣにより決済される場合（当該契約の契約金額の一部について、ＩＬＣにより決済される場合とは、輸出契約等の一部がＩＬＣにより決済される場合の当該ＩＬＣ及び現地通貨により決済される場合をいう。）。この場合、ＩＬＣの取得日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
2 　アンゴラ中央銀行が輸出契約等の契約金額の全部について決済を認める場合
注２：輸出契約等における仕向国、支払国又は保証国である場合、輸出契約等の締結時において、輸出契約等について取引銀行による資金決済の取扱いが可能であることが確認できていないものについては、保険関係が成立しないこととする。

注３：輸出契約等における支払国（保証国がある場合には当該保証国）である場合、保険関係が成立した場合においても、戦争、革命又はテロ行為その他の内乱による損失については、てん補する責めに任じない。輸出契約等における仕向国である場合、約款第11条第１号に規定するてん補危険について、同様とする。
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